
4月1日診療分から、小児医療費助成の所得制限を撤廃
します。小児医療費の助成を受けるには、小児医療証の
交付申請が必要です。すでに申請をし、新たに対象とな
る子どもがいる世帯には、3月下旬に小児医療証を送付
しました。
また、10月1日診療分から、対象を「中学3年生まで」
から「満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで」に
拡大します。制度改正で、新たに対象となる子どもがい
る世帯には、交付申請書を送付します。
詳しくは担当へお問い合わせください。

担当子育て支援課　
　　☎046（252）7201　 FAX 046（255）5080
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子どもの通院・入院・補
装具（眼鏡など）に係る 
保険診療による医療費の
自己負担額を助成します。4
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希望者へ「広報ざま」の戸別配布を実施中
※新聞を購読されている方には、新聞に折り込まれます。
※PDF版・音声版を市ホームページで公開しています。 届かない場合　㈱神奈川新聞総合サービス　 ®0120（111）429（無料）

新規の
お申し込み

市LINE公式アカウントから申請または電話で担当へ
申込専用電話　☎046（252）8684（秘書広報課）

座間市データ（令和5年3月1日現在）

人　口　131,968人	 前月（2月）比	89人減
世帯数　61,490世帯	 前月（2月）比	4世帯減


